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者
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遣
事
業
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正
な
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営
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確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
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る
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の
一
部
を
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す
る
法
律
の
施
行
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生
労
働
省
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示
の
整
理
に
関

す
る
告
示
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

（
平
成
二
年
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号
）
（
第
一
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
廃
止
）

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
第
二
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
は
、
労
働
者
派
遣

事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び

に
同
令
第
五
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の

業
務
に
あ
っ
て
は
、
三
年
と
す
る
。



－ 2 －

○

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、

職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号
）
（
第
二
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二

法
第
三
条
に
関
す
る
事
項
（
均
等
待
遇
）

第
二

法
第
三
条
に
関
す
る
事
項
（
均
等
待
遇
）

一

差
別
的
な
取
扱
い
の
禁
止

一

差
別
的
な
取
扱
い
の
禁
止

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
（
以
下
「

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
（
以
下
「
職

職
業
紹
介
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
全
て
の
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
申

業
紹
介
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
全
て
の
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
申
込

込
み
の
受
理
、
面
接
、
指
導
、
紹
介
等
の
業
務
に
つ
い
て
人
種
、
国
籍
、
信

み
の
受
理
、
面
接
、
指
導
、
紹
介
等
の
業
務
に
つ
い
て
人
種
、
国
籍
、
信
条

条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
従
前
の
職
業
、
労
働
組
合
の
組
合
員
で

、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
従
前
の
職
業
、
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ

あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

。

ま
た
、
職
業
紹
介
事
業
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
求
職
者
又
は
供

ま
た
、
職
業
紹
介
事
業
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
求
職
者
又
は
供

給
さ
れ
る
労
働
者
が
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣

給
さ
れ
る
労
働
者
が
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣

に
対
す
る
申
告
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て

に
対
す
る
申
告
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

は
な
ら
な
い
こ
と
。



－ 3 －

○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
額
等
を
定
め

る
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号
）
（
第
三
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

事
業
主
等
の
う
ち
、
障
害
者
で
あ
る
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の

八

事
業
主
等
の
う
ち
、
障
害
者
で
あ
る
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の

適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う

十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
派
遣
先
（
同
法
第
二
条
第
四
号

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
派
遣
先
（
同
法
第
三
十
条
の
二

に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
）
で
あ
っ
て
、

第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
）
で
あ

当
該
障
害
者
で
あ
る
派
遣
労
働
者
が
当
該
派
遣
先
の
事
業
所
で
労
働
に
従
事

っ
て
、
当
該
障
害
者
で
あ
る
派
遣
労
働
者
が
当
該
派
遣
先
の
事
業
所
で
労
働

す
る
こ
と
を
通
じ
て
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
就
労
訓

に
従
事
す
る
こ
と
を
通
じ
て
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ

練
の
事
業
を
行
う
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
助
成
金

機
構
が
別
に
定
め
る

就
労
訓
練
の
事
業
を
行
う
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
助
成
金

機
構
が
別
に

基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
グ
ル
ー
プ
就
労
訓
練
の
訓
練
担
当
者
の
配
置
又
は

定
め
る
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
グ
ル
ー
プ
就
労
訓
練
の
訓
練
担
当
者
の
配

委
嘱
に
要
す
る
費
用
の
額
に
五
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
次
に

置
又
は
委
嘱
に
要
す
る
費
用
の
額
に
五
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

が
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、

れ
に
定
め
る
額
）

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

日
数
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
十
六
号
）
（
第
四
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

法
律
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
日
数

る
日
数

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
日
数
は
、

る
法
律
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
日
数
は
、

十
日
と
す
る
。

十
日
と
す
る
。



－ 5 －

○

日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
を
図
る
た
め
に
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
六
号
）

（
第
五
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者

派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
派

派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
派

遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
百

遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
百

三
十
七
号
。
以
下
「
派
遣
元
指
針
」
と
い
う
。
）
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措

三
十
七
号
。
以
下
「
派
遣
元
指
針
」
と
い
う
。
）
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措

置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
八
号
。
以
下
「
派
遣

置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
八
号
。
以
下
「
派
遣

先
指
針
」
と
い
う
。
）
に
加
え
て
、
日
雇
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
五

先
指
針
」
と
い
う
。
）
に
加
え
て
、
日
雇
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
五

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
労
働
者
を
い
う
。
以
下
単
に
「
日
雇
労
働
者

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
労
働
者
を
い
う
。
以
下
単
に
「
日
雇
労
働
者

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
行
う
派
遣
元
事
業
主
及
び
当
該
派
遣

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
行
う
派
遣
元
事
業
主
及
び
当
該
派
遣

元
事
業
主
か
ら
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措

元
事
業
主
か
ら
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措

置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定

置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定

め
た
も
の
で
あ
る
。

め
た
も
の
で
あ
る
。

第
六

教
育
訓
練
の
機
会
の
確
保
等

第
六

教
育
訓
練
の
機
会
の
確
保
等

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六

四
号
）
及
び
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
に
基
づ
き
、
日
雇
派
遣
労
働
者

十
四
号
）
及
び
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
三
に
基
づ
き
、
日
雇
派
遣
労
働

の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
こ
と
。

者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
こ
と
。
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